
技能職種に従事している方で、下記に該当する方。
※対象職種・詳細については裏面または枚方市ホームページからご確認ください。

• 枚方市内に引き続き5年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている方

• 主に枚方市内で仕事に従事している方

• 満35歳以上で、技能者として同一職種に15年以上従事している方

• 優れた技能を持ち、後進の指導育成に貢献し、他の模範となっている方

• 常時雇用する従業員数が100人以下(卸売、小売及びサービス業の場合は50人
以下)の事務所に従事している方

お問い合わせ 枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 電話  072-841-1325
ＦＡＸ 072-841-1278

枚方市技能勤労者表彰
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令和７年度受賞 内装仕上工

令和８年度

受付締切日 8/7(金)
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